
 

○小牧市遺児手当支給条例施行規則  

昭和５２年３月３１日 

規則第８号 

改正 昭和５７年１０月５日規則第２７号 

昭和５９年３月３０日規則第１１号 

昭和６２年３月３０日規則第８号 

平成３年３月２９日規則第７号 

平成８年３月２９日規則第８号 

平成１０年３月２７日規則第１４号 

平成１１年３月２６日規則第１３号 

平成１７年２月１８日規則第５号 

平成１７年３月３０日規則第４６号 

平成１９年２月２２日規則第９号 

平成２０年５月２６日規則第３６号 

平成２１年３月２７日規則第１７号 

平成２２年６月２４日規則第２２号 

平成２４年６月２７日規則第３４号 

平成２７年９月１５日規則第３３号 

平成２８年３月２５日規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、小牧市遺児手当支給条例（昭和５２年小牧市条例第

１６号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

（障害の状態） 

第３条 条例第３条第１項第３号の規則で定める程度の障害の状態は、次

のとおりとする。 

(1) 両眼の視力の和が０．０４以下のもの 



 

(2) 両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの 

(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 

(4) 両上肢のすべての指を欠くもの 

(5) 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 

(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 

(7) 両下肢の足関節以上を欠くもの 

(8) 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることが

できない程度の障害を有するもの 

(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することが不能で、

かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 

(10) 労働することが不能で、かつ、常時監視又は介護を必要とする程度

の精神障害を有するもの 

（所得の範囲及びその額の計算方法） 

第４条 条例第３条第２項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法に

ついては、児童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号）第３条

第１項並びに第４条第１項及び第２項の規定を準用する。この場合にお

いて、同令第３条第１項中「法第９条から第１１条まで」とあるのは「条

例第３条第２項」と、同令第４条第１項中「法第９条第１項及び第９条

の２から第１１条まで」とあるのは「条例第３条第２項」と読み替える

ものとする。 

（申請手続） 

第５条 条例第４条の規定による認定を受けようとする者は、遺児手当認

定申請書（様式第１）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確

認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。 

(1) 条例第３条に定める支給要件に該当する児童（以下「対象児童」と

いう。）の戸籍の謄本又は全部事項証明書及びその者の属する世帯全

員の住民票の写し 

(2) 認定を受けようとする者の属する世帯全員の住民票の写し 



 

(3) 受給資格者が対象児童の父又は母以外の者であるときは、受給資格

者が当該児童を養育していることを明らかにすることができる書類 

(4) 対象児童が１８歳に達した日の属する年度の末日以後引き続き中学

校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。）

又は特別支援学校の中学部に在学するときは、在学証明書 

(5) 受給資格者の前年の１２月３１日における住所が市外であるときは、

当該受給資格者の前年の所得につき、所得の額（前条の規定によつて

計算した所得の額をいう。）並びに児童扶養手当法（昭和３６年法律

第２３８号）第９条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税

法（昭和４０年法律第３３号）に規定する老人控除対象配偶者及び老

人扶養親族の有無及び数についての市町村長（特別区の区長を含む。）

の証明書 

２ 前項各号に掲げるもののほか、条例第３条第１項第３号から第６号ま

で及び第８号に該当することによつて申請する場合には、その事実を証

する書面を併せて添えなければならない。 

（認定及び却下の通知） 

第６条 市長は、受給資格の認定をし、又は受給資格がないと認めたとき

は、遺児手当認定通知書（様式第２）又は遺児手当認定却下通知書（様

式第３）を当該申請者に交付するものとする。 

（届出） 

第７条 条例第８条に定める届出については、次の各号に掲げる場合に応

じ、当該各号に定める書類によるものとする。 

(1) 条例第８条第１項に該当する場合 遺児手当所得状況届（様式第４） 

(2) 条例第８条第２項第１号及び第３項に該当する場合 遺児手当受給

資格喪失届（様式第５） 

(3) 条例第８条第２項第２号及び第３号に該当する場合 遺児手当変更

（変動）届（様式第６） 

２ 条例第８条第１項の規則で定める期間は、毎年８月１日から８月３１

日までとする。 



 

（手当の改定） 

第８条 条例第８条第２項第３号に該当するときにおける届出があつた場

合は、当該届出を条例第４条の規定に基づく認定の申請とみなす。 

２ 市長は、前項の届出について、その受給者に支給すべき手当の額を改

定し、又は額の改定の必要がないと認めたときは、第６条の規定にかか

わらず遺児手当額改定通知書（様式第７）又は遺児手当額改定却下通知

書（様式第８）を当該受給者に交付するものとする。 

（支給の制限に係る通知） 

第９条 市長は、条例第９条第２項の規定により手当の支払を差し止める

とき、又は同条第３項の規定により手当の支給を停止するときは、遺児

手当支払差止（支給停止）通知書（様式第９）を受給者に交付するもの

とする。 

２ 市長は、手当の支払の差止め又は支給の停止を解除するときは、遺児

手当支払差止（支給停止）解除通知書（様式第１０）を受給者に交付す

るものとする。 

（受給資格喪失の通知） 

第１０条 市長は、条例第３条に定める支給要件が消滅したときは、遺児

手当受給資格喪失通知書（様式第１１）をその者に交付する。 

附 則 

この規則は、昭和５２年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５７年規則第２７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５９年規則第１１号） 

この規則は、昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６２年規則第８号） 

この規則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年規則第８号） 



 

１ この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されて

いる用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用する

ことができる。 

附 則（平成１０年規則第１４号） 

１ この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の小牧市遺児手当支給条例施行規則の

規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の小牧市遺児手当支給条

例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 

附 則（平成１１年規則第１３号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年規則第４６号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年規則第９号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年規則第３６号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の小牧市遺児手当支給条例施行規則の

規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の小牧市遺児手当支給条

例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 

附 則（平成２１年規則第１７号） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の小牧市遺児手当支給条例施行規則の

規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の小牧市遺児手当支給条

例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 

附 則（平成２２年規則第２２号） 

この規則は、平成２２年８月１日から施行する。ただし、様式第１、様



 

式第４及び様式第６の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年規則第３４号） 

この規則は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（平成２７年規則第３３号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の小牧市遺児手当支給条例施行規則の

規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の小牧市遺児手当支給条

例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 

附 則（平成２８年規則第９号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


